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○
農
林
水
産
省

環 

境 

省
令
第
七
号 

愛
玩
動
物
看
護
師
法
（
令
和
元
年
法
律
第
五
十
号
）
第
三
十
四
条
（
同
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
三
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
同
法
第
三
十
八
条
（
同
法
附
則
第
四

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
十
五
条

第
二
項
、
第
十
八
条
及
び
第
二
十
条
並
び
に
同
法
第
三
十
九
条
及
び
附
則
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
愛
玩
動
物
看
護

師
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
元
年
十
一
月
二
十
九
日 

農
林
水
産
大
臣 

江
藤 

 

拓 

環
境
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

愛
玩
動
物
看
護
師
法
に
基
づ
く
指
定
試
験
機
関
に
関
す
る
省
令 

（
指
定
の
申
請
） 

第
一
条 

愛
玩
動
物
看
護
師
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。 

一 
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

二 

愛
玩
動
物
看
護
師
国
家
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と
す
る
事

務
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

三 

試
験
事
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

２ 

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書 

二 

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
当
該
事
業
年
度
末
の
財
産
目
録 

三 

申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書 

四 

指
定
の
申
請
に
関
す
る
意
思
の
決
定
を
証
す
る
書
類 

五 

役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
書
類 

六 

現
に
行
っ
て
い
る
業
務
の
概
要
を
記
載
し
た
書
類 

七 

試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た
書
類 



 

3 
 

八 

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
四
項
第
四
号
イ
及
び
ロ
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
旨
の
役
員
の
申
述
書 

（
指
定
試
験
機
関
の
名
称
の
変
更
等
の
届
出
） 

第
二
条 

法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
機
関
（
以
下
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
名

称
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 

変
更
後
の
指
定
試
験
機
関
の
名
称
若
し
く
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
又
は
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称

若
し
く
は
所
在
地 

二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 

変
更
の
理
由 

２ 

指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
事
務
を
行
う
事
務
所
を
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一 

新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地 

二 
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
に
お
い
て
試
験
事
務
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月 

 
 

 

日 

三 

新
設
又
は
廃
止
の
理
由 

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
） 

第
三
条 

指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

一 

選
任
又
は
解
任
に
係
る
役
員
の
氏
名 

二 

選
任
し
、
又
は
解
任
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 

選
任
又
は
解
任
の
理
由 

２ 

前
項
の
申
請
書
（
選
任
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

選
任
に
係
る
役
員
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
類 
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二 

選
任
に
係
る
役
員
の
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第
四
項
第
四
号
イ
及
び
ロ

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
申
述
書 

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
請
） 

第
四
条 

指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
前
段
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
付
し
て
、
こ
れ
を

農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
四
条
第
一
項
後
段
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 

変
更
の
理
由 

（
試
験
事
務
規
程
の
認
可
の
申
請
） 

第
五
条 

指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
前
段
の
認
可
を
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受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
規
程
を
添
付
し
て
、
こ
れ

を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
一
項
後
段
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項 

二 

変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 

変
更
の
理
由 

（
試
験
事
務
規
程
の
記
載
事
項
） 

第
六
条 

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項 

二 

受
験
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項 

三 

法
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
愛
玩
動
物
看
護
師
試
験
委
員
（
以
下
「
試
験
委
員
」
と
い
う
。
）
の
選
任
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及
び
解
任
に
関
す
る
事
項 

四 
試
験
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
に
関
す
る
事
項 

五 

試
験
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項 

六 

そ
の
他
試
験
事
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項 

（
試
験
委
員
の
要
件
） 

第
七
条 

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。 

一 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
く
大
学
に
お
い
て
獣
医
学
若
し
く
は
愛
玩
動
物

（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
愛
玩
動
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
看
護
、
愛
護
若
し
く
は
適
正
な
飼
養

に
関
す
る
科
目
を
担
当
す
る
教
授
若
し
く
は
准
教
授
の
職
に
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者 

二 

農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
前
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
認
め
た
者 

（
試
験
委
員
の
選
任
等
の
届
出
） 

第
八
条 

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
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に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 
選
任
し
た
試
験
委
員
の
氏
名
及
び
略
歴
又
は
変
更
し
た
試
験
委
員
の
氏
名
及
び
略
歴 

二 

選
任
し
、
又
は
変
更
し
た
年
月
日 

三 

選
任
又
は
変
更
の
理
由 

（
試
験
事
務
に
関
す
る
帳
簿
の
備
付
け
等
） 

第
九
条 

指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
事
務
を
実
施
し
た
と
き
は
、
試
験
実
施
年
月
日
及
び
試
験
地
並
び
に
受
験
者
の
受

験
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、
試
験
科
目
ご
と
の
成
績
及
び
合
否
の
別
並
び
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
合

格
証
書
の
番
号
を
記
載
し
た
帳
簿
を
作
成
し
、
試
験
事
務
を
廃
止
す
る
ま
で
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
試
験
結
果
の
報
告
） 

第
十
条 

指
定
試
験
機
関
は
、
試
験
事
務
を
実
施
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
試
験
実
施
年
月
日
、
試
験
地
、
受
験
申

込
者
数
及
び
受
験
者
数
を
記
載
し
た
試
験
結
果
報
告
書
並
び
に
合
格
者
の
受
験
番
号
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
、

試
験
科
目
ご
と
の
成
績
及
び
合
格
証
書
の
番
号
を
記
載
し
た
合
格
者
一
覧
表
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
受
験
停
止
の
処
分
等
の
報
告
） 

第
十
一
条 

指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
愛
玩
動
物
看
護
師
国
家
試
験
に
関
す
る
不

正
行
為
に
関
係
の
あ
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
受
験
を
停
止
さ
せ
た
と
き
、
又
は
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
試
験
を
無
効
と
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

処
分
を
行
っ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所 

二 

処
分
の
内
容
及
び
処
分
を
行
っ
た
年
月
日 

三 

不
正
の
行
為
の
内
容 

（
受
験
禁
止
の
処
分
の
通
知
） 

第
十
二
条 

農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
法
第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第

三
十
二
条
第
二
項
の
処
分
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
指
定
試
験
機
関
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

処
分
を
行
っ
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
住
所 

二 

処
分
の
内
容
及
び
処
分
を
行
っ
た
年
月
日 
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（
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
証
明
書
） 

第
十
三
条 

法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
試
験
事
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
） 

第
十
四
条 

指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
許
可
を
受
け
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
試
験
事
務
の
範
囲 

二 

休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日 

三 

休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間 

四 

休
止
又
は
廃
止
の
理
由 

（
試
験
事
務
の
引
継
ぎ
等
） 

第
十
五
条 

指
定
試
験
機
関
は
、
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
許
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可
を
受
け
て
試
験
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
廃
止
す
る
場
合
、
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

る
法
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
試
験
事
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部

を
自
ら
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

試
験
事
務
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。 

二 

試
験
事
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。 

三 

そ
の
他
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
省
令
は
、
法
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
一
日
）
か
ら

施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
次
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
予
備
試
験
事
務
） 



 

12 
 

第
二
条 

 

法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
試
験
機
関
が
愛
玩
動
物
看
護
師
国
家
試
験
予
備
試
験
の
実
施
に

関
す
る
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
一
条
、
第
二
条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十

四
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
一
条
第
一
項
第
二
号
、
第
五
条
の
見
出
し

及
び
第
六
条
の
見
出
し
を
除
く
。
）
中
「
試
験
事
務
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
事
務
及
び
予
備
試
験
事
務
」
と
、
第
一

条
第
一
項
中
「
第
三
十
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る

法
第
三
十
四
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
愛
玩
動
物
看
護
師
国
家
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
「
試

験
事
務
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
愛
玩
動
物
看
護
師
国
家
試
験
及
び
愛
玩
動
物
看
護
師
国
家
試
験
予
備
試
験

の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
以
下
そ
れ
ぞ
れ
「
試
験
事
務
」
及
び
「
予
備
試
験
事
務
」
と
い
う
。
）
」
と
、
第
五
条
の

見
出
し
及
び
第
六
条
の
見
出
し
中
「
試
験
事
務
規
程
」
と
あ
る
の
は
「
試
験
及
び
予
備
試
験
事
務
規
程
」
と
、
第
五

条
第
一
項
、
第
六
条
、
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
中
「
法
第
三
十
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
八
条
」
と
、
第
六
条
第
三
号
中
「
法
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る

の
は
「
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
五
条
第
一
項
」
と
、
第
十
一
条
中

「
法
第
三
十
七
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
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十
七
条
第
一
項
」
と
、
「
愛
玩
動
物
看
護
師
国
家
試
験
」
と
あ
る
の
は
「
愛
玩
動
物
看
護
師
国
家
試
験
又
は
愛
玩
動

物
看
護
師
国
家
試
験
予
備
試
験
」
と
、
同
条
及
び
第
十
二
条
中
「
法
第
三
十
七
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
附
則

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
三
十
七
条
第
二
項
」
と
す
る
。 
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別記様式（第 13条関係）        （第１面） 

←……………………………………… 12センチメートル ………………………………………→  

第   号 

立入検査身分証明書 

 

職  名 

       

氏  名 

 

生年月日   年  月  日生 

  

 

上記の者は、愛玩動物看護師法（令和元年法律第 50号）第 38条において読み替えて準用

する同法第 21条第１項の規定により立入検査を行う職員であることを証明する。 

 

年  月  日交付 

 

        

農林水産大臣   印        環境大臣   印 

         

 

 

 

 

 

第 47条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定

試験機関の役員又は職員は、30万円以下の罰金に処する。 

  三 第 21条第１項（第 38条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。     

   ）の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規 

定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。 

（第２面） 

 

愛玩動物看護師法（抄） 

  （立入検査） 

第 21条 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するために必要があると認めるとき

は、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳

簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者

の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

 （準用）   

第 38条 第 12条第３項及び第４項、第 13条から第 15条まで並びに第 17条から第 27条まで

の規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、－（中略）－と読み替える

ものとする。 

（第３面） 

←
…
…
…
…
…
…
…
… 

８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

…
…
…
…
…
…
…
→ 

 
 

写 
真 

 
 

 
印 


